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②以下のいずれかを満たすこと。なお、未登記物件その他権利関係が公的書類により確認できない住宅は、補
助対象外とする。

　Ａ）２０１６年３月３１日以前に建築された住宅。
　Ｂ）２０１６年４月１日以降に建築された住宅であり、現況がＺＥＨ水準（断熱等性能等級５相当の外皮性
能かつ一次エネルギー消費量削減率２０%以上）を満たしていないことが証明できる住宅。

②以下のいずれかを満たすこと。なお、未登記物件その他権利関係が公的書類により確認できない住宅は、補
助対象外とする。

　Ａ）２０１６年３月３１日以前に建築された住宅。
　Ｂ）２０１６年４月１日以降に建築された住宅であり、現況がＺＥＨ水準（断熱等性能等級５相当の外皮性
能かつ一次エネルギー消費量削減率２０%以上）を満たしていないことが、第三者機関による省エネ性能表示
（ＢＥＬＳ等の第三者認証を受けているものに限る。以下「ＢＥＬＳ」という。）、省エネ基準適合判定通知
書、建築士が記名・押印した現況の省エネルギー性能計算書、又は本事業と連携する「ＺＥＨ診断事業」にお
いて発行された「診断結果報告書」のいずれかの公的・技術的書類によって証明できる住宅。

５．交付申請と提出書類 　５－２．提出書類

現況性能証明書の「内容」について更新。


